
令和７年 12月１日  

 

 報道機関各位 

 

青森県総務部広報広聴課長  

 

令和７年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会を開催します 

 

令和７年６月に改正・公布された公益通報者保護法の改正内容をはじめとする、公益通報者保護制

度についての説明会を開催しますので、周知について、よろしくお取り計らい願います。 

 

記 

 

１ 日  時 令和８年１月 16日（金）14時 00分～15時 30分 

 

２ 場  所 アピオあおもり ２階 イベントホール（青森市中央３丁目 17-1） 

 

３ 対  象 経営者、労働者、フリーランスほかどなたでも 

 

４ 内  容 （１）公益通報者保護法の概要（令和７年６月改正内容を含む） 

       （２）事業者における内部通報制度の導入 

        （３）参考論点①（企業不祥事から見る内部通報制度の留意点） 

        （４）参考論点②（外部通報（いわゆる２号通報）の概要） 

 

５ 講  師 消費者庁 参事官（公益通報・協働担当）付 

       政策企画専門官 岩田 朋子 氏 

 

６ 参加申込 

  ホームページから専用申込フォームにアクセスし、必要事項を入力 

 

７ 申込期限 

  令和８年１月６日（火）まで 

 

８ そ の 他  

説明会の詳細は県庁ホームページ及び別添チラシを御覧ください。 
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